
別紙１

『災害時における事務機器確保に関する協定』の締結について

令和４年３月９日、株式会社岩崎代表取締役と札幌開発建設部長は、『災害時における事務機器確保に関する協
定』を締結しました。

◆ 近年、地球温暖化に伴う気候変動による水災害及び、平成30年北海道胆振東部地震のような大規模地震が全国
各地で発生しています。
◆ 大規模災害の発生時には、全道のみならず全国よりTEC-FORCEが派遣され、被災地調査等の支援活動が行われ、
この支援活動の作業効率向上を図るために、事務機器等を迅速に設置する必要があることから、株式会社岩崎と協
定を締結しました。

背景・目的

協定の内容

◆ 札幌開発建設部が設置を行う支援拠点への事務機器類の提供を行います。
◆ 札幌開発建設部が行う支援派遣先の拠点へ事務機器類の提供を行います。


